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告
書
に
よ
り
邑
楽
町
に
申
告
し
て
く
だ

さ
い
。
７
月

日
ま
で
に
申
告
書
の
提

出
の
な
い
方
は
、
今
回
の
審
議
会
委
員

の
選
挙
権
及
び
被
選
挙
権
は
得
ら
れ
ま

せ
ん
。

◆
代
表
者
選
任
通
知
書
、
相
続
届
出
書

土
地
所
有
者
又
は
借
地
権
者
で
権
利

が
２
名
以
上
の
共
有
名
義
と
な
っ
て
い

る
方
は
、
代
表
者
１
名
を
選
ん
で
代
表

者
選
任
通
知
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

相
続
届
出
書
は
、
相
続
登
記
を
さ
れ

て
い
な
い
場
合
に
相
続
人
が
提
出
す
る

書
類
で
す
。
こ
れ
ら
に
よ
り
選
挙
人
名

簿
に
記
載
さ
れ
、
選
挙
権
及
び
被
選
挙

権
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
各
種
申
請
書
、
詳
し
い
内
容
は
役
場

都
市
建
設
課
区
画
整
理
係
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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◆
審
議
会
と
は

審
議
会
は
、
施
行
者
の
諮
問
機
関
と
し

て
、
あ
る
い
は
施
行
地
区
内
の
土
地
所
有

者
、
借
地
権
者
の
利
益
代
表
者
と
し
て
、

施
行
者
が
行
う
換
地
計
画
や
仮
換
地
の
指

定
等
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
、
あ
る
い
は

評
価
員
の
選
任
、
保
留
地
の
決
定
等
に
つ

い
て
同
意
を
求
め
る
機
関
で
す
。

◆
委
員
の
選
挙

鶉
地
区
の
場
合
、
審
議
会
委
員
の
数
は

名
と
決
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
う

１０ち
８
名
を
施
行
地
区
内
の
土
地
所
有
者
、

借
地
権
者
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
選
挙
で
選
び

ま
す
。

◆
未
登
記
の
借
地
権
は
申
告
が
必
要

未
登
記
の
借
地
権
を
有
し
て
い
る
方
で

申
告
を
さ
れ
て
い
な
い
方
は
借
地
権
申
告

に
よ
り
邑
楽
町
役
場
に
申
告
し
て
く
だ
さ

い
。
申
告
書
の
提
出
の
な
い
方
は
、
今
回

の
審
議
会
委
員
の
選
挙
権
及
び
被
選
挙
権

は
得
ら
れ
ま
せ
ん
。

◆
代
表
者
選
任
通
知
書
、
相
続
届
出
書

土
地
所
有
者
又
は
借
地
権
者
で
権
利

が
２
名
以
上
の
共
有
名
義
と
な
っ
て
い

る
方
は
、
代
表
者
１
名
を
選
ん
で
代
表

者
選
任
通
知
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

相
続
届
出
書
は
、
相
続
登
記
を
さ
れ

て
い
な
い
場
合
に
相
続
人
が
提
出
す
る

書
類
で
す
。
こ
れ
ら
に
よ
り
選
挙
人
名

簿
に
記
載
さ
れ
、
選
挙
権
及
び
被
選
挙

権
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
各
種
申
請
書
、
詳
し
い
内
容
は
都
市

計
画
課
区
画
整
理
係
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。
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事
業
計
画
変
更
の
縦
覧
に
つ
い
て

土
地
区
画
整
理
事
業
に
つ
き
ま
し
て
は
、
平
成

年
に
県
か
ら

１０

事
業
認
可
を
受
け
、
皆
様
の
ご
協
力
に
よ
り
現
在
ま
で
整
備
を
進

め
て
ま
い
り
ま
し
た
。
以
前
か
ら
お
知
ら
せ
し
て
い
る
と
お
り
、

新
た
な
仮
換
地
指
定
に
向
け
て
、
令
和
６
年
度
に
事
業
計
画
の
一

部
変
更
を
行
う
予
定
で
す
。

◆
事
業
計
画
と
は

事
業
の
施
行
地
区
、
設
計
の
概
要
、
事
業
施
行
期
間
、
資
金
計
画
等
を

定
め
た
も
の
で
す
。

◆
縦
覧
に
つ
い
て

館
林
都
市
計
画
事
業
鶉
土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
変
更
（
第
６

回
）
案
の
縦
覧
を
左
の
と
お
り
の
日
程
と
場
所
に
て
行
う
予
定
で
す
。
こ

の
事
業
計
画
変
更
案
に
つ
い
て
意
見
の
あ
る
利
害
関
係
者
は
、
令
和
６
年

５
月
７
日
（
火
）
ま
で
に
群
馬
県
知
事
へ
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

◆
縦
覧
期
間

令
和
６
年
４
月

日
（
水
）
～
令
和
６
年
４
月

日
（
火
）

１０

２３

◆
縦
覧
時
間

午
前
８
時

分
～
午
後
５
時

分

３０

１５

◆
縦
覧
場
所

邑
楽
町
役
場
都
市
計
画
課

※
土･

日
は
役
場
１
階
東
側
ロ
ビ
ー
で
縦
覧
で
き
ま
す
。

◆
主
な
変
更
点

・
仮
換
地
未
指
定
地
区
の
道
路
配
置
の
一
部
見
直
し

・
令
和

年
３
月

日
ま
で
事
業
計
画
を
延
伸
（

年
間
延
伸
）

２６

３１

１３

・
事
業
計
画
の
延
伸
に
よ
る
資
金
計
画
の
変
更

建
築
行
為
等
の
申
請
に
つ
い
て

（
土
地
区
画
整
理
法
第

条
）

７６

土
地
の
形
質
の
変
更
、
建
築
物
そ
の
他

の
工
作
物
の
新
築
、
改
築
又
は
増
築
、
移

動
の
容
易
で
な
い
物
件
（
５
ト
ン
以
上
）

の
設
置
又
は
堆
積
を
行
う
場
合
は
、
都
市

計
画
課
区
画
整
理
係
へ
申
請
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

土
地
や
建
物
の
所
有
権
移
転
等
に

つ
い
て
（
土
地
区
画
整
理
法
第

条
）

８５

土
地
や
建
物
が
売
買
や
相
続
な
ど
で

持
ち
主
が
変
わ
っ
た
場
合
、
農
地
を
宅
地

に
し
た
場
合
な
ど
、
権
利
や
表
示
に
変
動

が
生
じ
た
場
合
は
、
都
市
計
画
課
区
画
整

理
係
へ
届
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

第

回
土
地
区
画
整
理
審
議
会

３１

開
催
し
ま
し
た

令
和
５
年

月

日
、
土
地
区
画
整

１０

２７

理
審
議
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

名
１０

の
委
員
が
出
席
の
中
、
仮
換
地
指
定
と
そ

の
軽
微
な
変
更
及
び
使
用
収
益
開
始
、
今

後
の
予
定
に
つ
い
て
審
議
を
行
い
ま
し

た
。

審
議
会
委
員
選
挙
の
日
程
は
、
左
記
の

と
お
り
実
施
予
定
で
す
。

●
８
月
下
旬

立
候
補
者
等
の
受
付
開
始

●
９
月
中
旬

投
票
日

詳
し
く
は
次
回
の
区
画
整
理
通
信
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

土
地
区
画
整
理
審
議
会
委
員
選
挙

開
催
の
お
知
ら
せ


